
▸うどん ▸「にんにくポンズ」

▸「クミアイしょうゆ」

【表示例】

原料原産地表示に関するＪＡ全農の自主的な取り組み

【適用範囲】

・全農グループが加工食品を取り扱う際に、その商品に「全農」等が表

示される場合（社名に「全農」がつく場合を含む）など

【主な表示基準】

・原則としてすべての加工食品を原料原産地表示の対象とする

・表示対象の原料(一次産品。以下同様)は、原材料に占める重量の割

合が上位２位まで、かつ、原材料に占める重量の割合が５％以上の

原料とする

・商品に原料の一部の名称が付された商品（いわゆる「冠商品」）の当

該原料は、重量の割合にかかわらず原料原産地を表示する

【実務上の課題への対応策（運用上の工夫）】

・原料の原産地や原材料に占める重量の割合が頻繁に変更される場

合

⇒一括表示枠外へ大括りの表示も可。

【例】「○○は輸入品を使用しています」

・輸入中間加工品を原材料に使用し、原料原産地の特定が困難な場合

⇒原料原産地表示に替え原産国（加工地）を一括表示枠外に表示す

ることも可。

【例】「○○の原産国は△△国です」

○ JA全農は、加工食品を製造・販売する食品製造業者として、消費者の知る権利に応えるため、

現行法令が要求している原料原産地情報より多くの情報を開示している。

▼ 加工食品の原料原産地表示に関するＪＡ全農の自主基準
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商品名「にんにくポンズ」

冠商品の表示例

商品名「ローズポークのアヒージョ」

・「にんにく」は、
重量順第９位。
重量割合も５％
に満たない。そ
のため、重量の
基準にはかから
ない。

・しかしながら、商
品名に冠した原
料であるため、
表示対象となる。

・商品名に冠した「ポーク（豚肉）」は、重量順第
１位。重量割合も５％を大きく上回る。

・自主基準における重量の基準（原材料に占める

重量の割合が上位２位までのもので、かつ、原材料

に占める重量の割合が５％以上の原料）に基づき、
表示対象となる。
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